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緊急提言発表後の動き

中国地方の産業の国際競争力強化に向けた緊急提言（骨子）中国地方の産業の国際競争力強化に向けた緊急提言（骨子）

○管内９地区で利用者懇談会を開催し、のべ100社近くの港湾利用者のニーズを把握
○大量に原材料・資源を輸入する基礎素材型産業の競争力強化のためバルク貨物に着目
○国内市場が成熟する中、東アジアを生産拠点のみならず市場として取り込むため、
中国地方から東アジア各地域へのダイレクト輸送の更なる拡充を目指す

１．基礎素材型産業を支える産業港湾の再生・機能強化
・スーパーバルクターミナルの拠点的整備（ケープサイズバルク船への対応）
・公共／専用港湾施設区分見直しと受益者負担制度の拡充
・ターミナルの長期一体貸付制度の創設
・瀬戸内海の航路体系の再構築及び航行規制緩和の実現

２．東アジア各地域とのシームレスな貨物輸送ネットワークの実現
・対東アジア物流の準国内化を目標としたダイレクト輸送体系の確立
・スーパー中枢港湾との連携を強化するため内航フィーダー輸送体系の確立
・国際物流基幹ネットワークにおけるボトルネックの解消
・公共コンテナ埠頭の一体貸付けによるターミナル運営の効率化

３．臨海部コンビナートのリノベーションを進めるための各種支援
・臨海部における事業用地や物流用地等の確保
・臨海部の高潮対策、耐震対策の強化による災害に強い生産体制づくり
・各種手続きの弾力化・迅速化
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緊急提言発表後の動き

アクションプランの取りまとめアクションプランの取りまとめ （平成（平成2020年年22月月1414日）日）

緊急提言を実現するために、誰が、いつ、何をするべきかという
具体的行動計画を示したもの

具体的な事業箇所を示すなど、できる限り具体性を持たせている

アクションプランアクションプラン

第４回部会 （ 9月12日）第４回部会 （ 9月12日）

第５回部会 （12月17日）第５回部会 （12月17日）

提言の柱提言の柱

１．基礎素材型産業を支える産業港湾の再生・機能強化

２．東アジア各地域とのシームレスな貨物輸送ネットワークの実現

３．臨海部コンビナートのリノベーションを進めるための各種支援

アクションプランの素案について議論

アクションプラン案の提示
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１．基礎素材型産業を支える産業港湾の再生・機能強化１．基礎素材型産業を支える産業港湾の再生・機能強化

アクションプラン

提　言　事　項 具　体　施　策　　（一部要約）

徳山下松港の輸送ネットワーク構築および事業効率性等に係る調査を実施→港湾
計画の変更→スーパーバルクターミナルの整備

バルク貨物取扱バースの整備　（境港外港昭和南地区-14m、浜田港福井地区-
14m、水島港玉島地区-12m、尾道糸崎港機織地区-12m、、福山港航路-16m、呉港
広多賀谷地区-10m、広島港宇品地区-11m、岩国港室の木地区-12m、徳山下松港
徳山地区-14m、三田尻中関港中関地区-12m、宇部港航路-13m等）

水島航路拡幅検討のための調査、航路計画検討委員会の開催

瀬戸内海航路整備計画の変更

港内航路の増深　（福山港、水島港、宇部港）

企業合理化促進法に基づく産業関連港湾整備事業の直轄事業のエネルギー、鉄鋼
以外の業種への拡充

受益者負担制度拡充の要求

バルクターミナルの長期一体貸付制度の要求（Ｈ２０制度化）

高能率貨物取扱施設の整備に対する支援制度の要求（Ｈ２０制度化）

徳山下松港で専用的に借受ける企業体の設立

徳山下松港港湾計画の変更（臨海部産業エリアの位置付け）

バルクターミナルの長期一体貸付け、背後地の整備

産業関連港湾事業制度に係る調査検討と実施候補箇所の選定

制度拡充の要求（産業関連事業の対象範囲を12m以上へ拡充）

水島航路拡幅検討のための調査、航路計画検討委員会の開催（再掲）

瀬戸内海航路整備計画の改訂（再掲）

① 原材料やエネルギー資源等の一括大
量輸送により産業のコスト競争力を強化
するため、ケープサイズのバルク貨物輸
送船の入港が可能な大水深国際バルク
ターミナル（スーパーバルクターミナル）の
拠点的整備及び瀬戸内海の航路体系の
再構築

② スーパーバルクターミナルを官民で協
力して早急に整備するため、従来の公共
／専用港湾施設の区分の見直しと、それ
に伴う受益者負担制度の拡充

③ バルクターミナルを効率的に運用する
ための民間資金を活用した荷役機械や荷
さばき地の整備、ターミナルの長期一体
貸付制度の創設

④ 埋没した航路の機能を回復・増深する
ための産業関連港湾事業制度の拡充

⑤ 関係者に配慮した上での関係行政機
関の協力による航行規制の緩和
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①①原材料やエネルギー資源等の一括大量輸送により産業のコスト競争力を原材料やエネルギー資源等の一括大量輸送により産業のコスト競争力を

強化するため、ケープサイズのバルク貨物輸送船の入港が可能な大水深強化するため、ケープサイズのバルク貨物輸送船の入港が可能な大水深
国際バルクターミナルの拠点的整備及び瀬戸内海の航路体系の再構築国際バルクターミナルの拠点的整備及び瀬戸内海の航路体系の再構築

１．基礎素材型産業を支える産業港湾の再生・機能強化

多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ
岸壁(-12m)

泊地(-12m)

航路(-13m)

バルク貨物の効率輸送に資する
港湾整備事業の推進 岸壁(-10m)

泊地(-10m)

航路(-16m) 埋没浚渫

水島港
（玉島地区-12m）尾道糸崎港

（機織地区-12m）

福山港
箕沖地区

岩国港
室の木地区

徳山下松港
新南陽地区

宇部港

本港地区

東見初地区
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航路（－１６ｍ）
として所定の
航路運用を回復

-16m
350m

-16m

350m

ＪＦＥ西日本製鉄所
福山地区

航路幅350m

○昭和38年～39年度及び昭和42年～45年度鉄
鋼港湾により航路(-16m)を整備

○法崩れによる埋没が進行し、石炭・鉄鉱石運搬
船の入港に支障

○機能を復旧させるため、埋没土砂を浚渫

○企業合理化促進法に基づく鉄鋼港湾の制度で
ＪＦＥスチールが５０％を負担

鉄鋼、エネルギー以外への拡充へ

鉄鋼港湾

１．基礎素材型産業を支える産業港湾の再生・機能強化

②② スーパーバルクターミナルを官民で協力して早急に整備するため、従来スーパーバルクターミナルを官民で協力して早急に整備するため、従来

の公共／専用港湾施設の区分の見直しと、それに伴う受益者負担制度の公共／専用港湾施設の区分の見直しと、それに伴う受益者負担制度
の拡充の拡充

本航路地区航路(-16m)

積載貨物量を減じ、
喫水調整
または潮待ちによる
滞船時間が発生
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③③バルクターミナルを効率的に運用するための民間資金を活用した荷役バルクターミナルを効率的に運用するための民間資金を活用した荷役

機械や荷さばき地の整備、ターミナルの長期一体貸付制度の創設機械や荷さばき地の整備、ターミナルの長期一体貸付制度の創設

１．基礎素材型産業を支える産業港湾の再生・機能強化

【臨海部産業エリアの形成】
（平成20年度 制度化）

民間物流施設の立地の支援

大型岸壁、臨港道路等インフラの整備

特殊車両の通行手続の円滑化

公共的利用を確保しつつ民間事業者による一体的な埠頭運営

民間事業者による高能率貨物取扱支援施設の整備

バルクターミナルの長期一体貸付制度の要求
高能率貨物取扱施設の整備に対する支援制度の要求

多目的国際ターミナル

臨海部産業エリア

（臨港地区等において設定）

高能率貨物取扱支援施設

３．臨海部産業の立地の促進

２．埠頭と隣接地域の一体的な活用

１．民間事業者による効率的な埠頭運営

バルクターミナルの長期一体貸付

港湾管理者による行政財産の貸付

岸壁
整備：国 または

港湾管理者

ヤード 等
整備： 港湾管理者

認定事業者による一体的運営

石炭 石炭石炭石炭 石炭石炭

必要に応じて
事業者整備

公共埠頭

港湾関連用地

高能率貨物取扱施設
（アンローダ２基）

（徳山下松港）

岸壁(-14m)

桟橋
（二次配送用）

石炭を各地に
二次配送

公共埠頭

港湾関連用地

石炭の配送
ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ荷主企業

（石炭火力発電所）

（高能率貨物
取扱支援施設）

臨海部産業エリア
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２．東アジア各地域とのシームレスな貨物輸送ネットワークの実現２．東アジア各地域とのシームレスな貨物輸送ネットワークの実現

アクションプラン

提　言　事　項 具　体　施　策　　（一部要約）

コンテナバースの整備（境港外港昭和南地区-14m、浜田港福井地区-14m、水島港
玉島地区-12m、福山港箕沖地区-12m、広島港出島地区-14m、徳山下松港徳山地
区-12m、三田尻中関港中関地区-12m ）

空港物流調査委員会における国際航空貨物に関する検討

広島空港貨物ターミナル地区の拡張

内航フィーダー輸送の確立に向け、潜在需要の把握、内航転換のための課題抽
出、要件整理、実験、検証等のうち、必要な施策を順次早急に検討

物効法を活用し、港湾運送事業者、倉庫事業者の臨港地区等における物流拠点整
備の支援

「緩やかなグループ化」を通じた経営基盤の強化、船舶の代替建造促進、船員の確
保・育成等内航海運の活性化

ボトルネック解消のため中国横断自動車道姫路鳥取線（支障区間；鳥取県内国道５
３号）、一般国道１９１号萩・三隅道路（支障区間；山口県内国道１９１号）等の整備

水島港～山陽自動車道玉島IC、岩国港～広島岩国道路大竹IC等のアクセス道路の
整備

水島港新高梁川橋梁、呉港マリノポリス線、岩国港臨港道路等の臨港道路の整備

鳥取港千代地区防波堤、境港外港昭和南地区-14mバース、浜田港福井地区-14m
バース等の整備

鳥取港等における港湾振興計画の策定

① 対東アジア物流の準国内化を目標とし
たダイレクト輸送体系の確立とそのため
のコンテナ対応施設等の整備

④ 高速道路ネットワークの整備を踏まえ
た、山陰側諸港における物流機能の強化

② 北米や欧州向けの貨物についてスー
パー中枢港湾との連携を強化するための
内航フィーダー輸送体制の確立

③ 港湾・空港と物流拠点とを相互に連結
する国際物流基幹ネットワークにおけるボ
トルネックの解消と港湾・空港へのアクセ
ス道路や臨港道路の整備
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アクションプラン

２．東アジア各地域とのシームレスな貨物輸送ネットワークの実現２．東アジア各地域とのシームレスな貨物輸送ネットワークの実現

提　言　事　項 具　体　施　策　　（一部要約）

「次世代高規格コンテナターミナル施設整備事業」などの融資制度の適用

高能率貨物取扱施設の整備に対する支援制度の検討

航路ネットワーク情報を提供するための情報提供サイトの開設

複数の港湾管理者が参画する協議会の設立と効率的な寄港先の検討

寄港地から漏れた港湾管理者に入るべき港湾利用料金の減少や寄港地から漏れ
た地域の荷主の不利益に配慮する仕組み作りの検討

港湾管理者主導による、関係港運事業者間の協議（ターミナル毎、港湾毎）

新規バース整備が予定されている箇所における共同化の促進

新規バース整備に合わせた長期一体貸付けの申請

空バンプールの整備や空コンデポの設置検討

「緩やかなグループ化」を通じた経営基盤の強化、船舶の代替建造促進、船員の確
保・育成等内航海運の活性化（再掲）

ＤＳＲＣ／ＥＴＣに関する技術試験、ＤＳＲＣの付加機能(高精度位置検出機能)に関す
る技術試験、電子タグシステムとＤＳＲＣ／ＥＴＣシステムとのデータリンクに関する技
術試験、総合機能評価試験（公開技術試験）の実施

物流拠点においてターミナルオペレーションを効率的かつ適確に行うためのＩＣＴの
導入促進

⑨ 電子タグやITを活用した情報の共有化
によるターミナルオペレーションの効率化

⑧ 空コン対策による輸送コストの低減（空
コンデポの設置等）

⑦ 公共コンテナ埠頭の一体貸付による
ターミナル運営の効率化

⑤ PFIや各種融資制度を活用したコンテ
ナ荷役機械の整備

⑥ 複数の港湾管理者が連携した航路誘
致
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２．東アジア各地域とのシームレスな貨物輸送ネットワークの実現

水島港 航路・泊地の整備
（平成20年度 新規事業着手）

コンテナ貨物の効率運送に資する
港湾整備事業の推進

空港物流調査委員会における国際航空貨物に関する検討

コスト面での課題コスト面での課題

サービス・体制面での課題サービス・体制面での課題

横持ち料不要のメリットは、コストに占める割合が低い
輸送コストの約５割を占める航空運賃が関空より高い

横持ち料不要のメリットは、コストに占める割合が低い
輸送コストの約５割を占める航空運賃が関空より高い

路線・便数・機材面での課題路線・便数・機材面での課題

デイリー便に対するニーズが高い
安定したスペース供給のため、機材の大型化が不可欠
東アジア、東南アジア方面の路線強化が必要

デイリー便に対するニーズが高い
安定したスペース供給のため、機材の大型化が不可欠
東アジア、東南アジア方面の路線強化が必要

路線・便数・運用時間、設備・整備面で関空に劣る路線・便数・運用時間、設備・整備面で関空に劣る

主力路線であるソウル便での積極的な貨物の取り込み
航空運賃面の強みの維持・強化
台北、上海便での機材の大型化、バンコク便の増強
シンガポール便等の路線再開

主力路線であるソウル便での積極的な貨物の取り込み
航空運賃面の強みの維持・強化
台北、上海便での機材の大型化、バンコク便の増強
シンガポール便等の路線再開

ベリー便の維持・強化

広島空港および岡山空港を候補に、中国地域の貨物を集約
輸送ニーズの大きいアジア地域へのﾀﾞｲﾚｸﾄ輸送能力を強化

広島空港および岡山空港を候補に、中国地域の貨物を集約
輸送ニーズの大きいアジア地域へのﾀﾞｲﾚｸﾄ輸送能力を強化

フレイター便誘致によるアジアダイレクト輸送の展開

①① 対東アジア物流の準国内化を目標としたダイレクト輸送体系の確立と対東アジア物流の準国内化を目標としたダイレクト輸送体系の確立と

そのためのコンテナ対応施設等の整備そのためのコンテナ対応施設等の整備
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２．東アジア各地域とのシームレスな貨物輸送ネットワークの実現

②北米や欧州向けの貨物についてスーパー中枢港湾との連携を強化する②北米や欧州向けの貨物についてスーパー中枢港湾との連携を強化する
ための内航フィーダー輸送体制の確立ための内航フィーダー輸送体制の確立

【イメージ図】

内航海運の船員不足・高齢化・
船舶の老朽化等の問題への対応

「緩やかなグループ化」を通じた経営
基盤の強化、船舶代替建造促進、船
員の確保・育成等内航海運の活性化

港湾等における倉庫・上屋等の物
流拠点施設整備の促進

物効法を活用し、港湾運送事業
者、倉庫事業者の臨海地区等
における物流拠点整備の支援

内航フィーダー輸送の確立に
向け、潜在需要把握、内航転
換のための課題抽出等の必
要な施策を順次早急に検討

環境負荷の少ない輸送体制の構
築に向けたボトルネック対策

■ 課題 ■

アクションプラン

等

等 等

海外トランシップ

ス
ー
パ
ー
中
枢
港
湾

地
方
港

北
部
九
州
港

ス
ー
パ
ー
中
枢
港
湾

地
方
港

海外トランシップ

内航事業者に対するヒアリング・
グリーン物流パートナーシップ推
進事業との連携
・

内航海運のグループ化支援・

広島港勢圏に位置する主要荷
主企業へのアンケート（約１３０
社）・ヒアリング（約３０社）

・

物効法認定事案に対する支援・

自治体に対し、物効法の説明を行
い、開発許可の際の配慮を要請
・

・

内航船員の確保・育成対策の実施・

～

～

～

～

～

～

次世代内航船の開発実用化及び導入
支援

（海上運送法等改正、船員確保・育成
等総合対策事業、海事地域人材確保
連携事業）
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２．東アジア各地域とのシームレスな貨物輸送ネットワークの実現

③③ 港湾・空港と物流拠点とを相互に連結する国際物流基幹ネットワークにお港湾・空港と物流拠点とを相互に連結する国際物流基幹ネットワークにお

けるボトルネックの解消と港湾・空港へのアクセス道路や臨港道路の整備けるボトルネックの解消と港湾・空港へのアクセス道路や臨港道路の整備

国際物流基幹ネットワークにおけるボトルネック解消のための道路整備 中国横断自動車道
姫路鳥取線

国道１８５号

現在の道路

新港地区

室の木地区

臨港道路

既設臨港道路

岩国市道

国道２号

国道188号

国道１８５号

現在の道路

新港地区

室の木地区

臨港道路

既設臨港道路

岩国市道

国道２号

国道188号

港湾貨物を運搬する大型車が住宅
地の生活環境に影響を与えている

臨港道路 水島地区

水島臨海工業地帯水島臨海工業地帯玉島地区

国道430号線

玉島ハーバー玉島ハーバーアイランドアイランド

臨港道路（新設）

臨港道路（既設）

一般国道等（既設）平成20年度 新規事業着手

鎖峠

三見IC

(仮称)

三隅IC

(仮称)

萩IC

供用区間 L=7.1km

明石IC

（暫定２車線供用）

仁摩温泉津道路

水島港 新高梁川橋梁呉港 マリノポリス線

（2008年2月23日一部供用）萩・三隅道路

臨港道路の整備 岩国港 臨港道路
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④④高速道路ネットワークの整備を踏まえた、山陰側諸港における物流機能高速道路ネットワークの整備を踏まえた、山陰側諸港における物流機能

の強化の強化

山陰諸港の物流機能の強化に
資する事業の推進

浜田港

鳥取港
千代地区境港

外港竹内地区

２．東アジア各地域とのシームレスな貨物輸送ネットワークの実現

防波堤(改良)

防波堤(撤去)

防波堤

防波堤

防波堤
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２．東アジア各地域とのシームレスな貨物輸送ネットワークの実現

⑨⑨ 電子タグや電子タグやITITを活用した情報の共有化によるターミナルオペレーションのを活用した情報の共有化によるターミナルオペレーションの

効率化効率化

■技術試験
総合機能評価試験として、
①電子タグシステムの活用でフォークリフ
トへの正確な荷物の積み卸し作業支援機
能の有効性
②ＤＳＲＣと電子タグのシステムの組み合
わせでトラック管理と荷物管理の同時実現
③メッシュ型無線ＬＡＮの迂回路設定機能
④これらが連動した一体的な機能動作
を確認し、システムとしての有効性を評価
しました。

【総合的な物流システムのモデルイメージ】

■ 利活用場面及びシステムのモデル
物流センター等では、車両管理と物流管
理の両立を実現し、荷物情報等の中継、
効率的な配送計画策定等を可能とします。
また、車両の入出構手続及び構内誘導の
自動化、安全管理の向上、動体管理（位
置・時刻情報)の高度化、その他、国際コ
ンテナ、鉄道貨物、ＥＴＣ・ＩＴＳ等のシステ
ムとの連動、小規模・個人運送事業者を
含めた物流システムへの対応も可能とな
ります。

ＤＳＲＣ／ＥＴＣに関する技術試験
ＤＳＲＣの付加機能(高精度位置検出機能)に関する技術試験
電子タグシステムとＤＳＲＣ／ＥＴＣシステムとのデータリンクに関する技術試験
総合機能評価試験（公開技術試験） の実施
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３．臨海部コンビナートのリノベーションを進めるための各種支援３．臨海部コンビナートのリノベーションを進めるための各種支援

アクションプラン

提　言　事　項 具　体　施　策　　（一部要約）

官民が協力し、各種施設や各区間が一体的に供用開始可能となるよう臨海部にお
ける埋立の実施

廃棄物海面処分場の確保（水島港、広島港、徳山下松港、宇部港）

浚渫土砂の効率的な管理（クレイリサイクルの促進、干潟造成等）

耐震強化岸壁の整備（水島港、広島港、岩国港、徳山下松港、三田尻中関港、宇部
港）

臨海部防災ネットワーク構築や事業継続計画（BCP）に関する調査検討

海岸保全施設の整備（水島港海岸、宇野港海岸、呉港海岸）

津波・高潮ハザードマップの作成支援等のソフト施策の推進

臨海部土地利用情報の有効活用と企業への情報提供

臨海部分譲地のリースを円滑化するための制度設計の検討

臨海部用地の分譲促進（呉港阿賀マリノポリス地区）

臨海部の土地の有効活用を図るための諸規制（都市計画法、港湾法、公有水面埋
立法、工場立地法等）緩和の検討

埋立地の用途と異なる土地利用計画変更に伴う手続きの迅速化

遊休化する臨海部用地（竣功後５年～１０年）における港湾法特例の適用

産廃の保管量の上限を拡大する特例措置の適用、事業系一般廃棄物の区分による
業種指定の緩和、再生利用認定・指定制度の対象廃棄物の拡大等の検討

静脈物流に資する施策の推進（リサイクルポートの指定、施設整備等）

コンビナート内の連携強化を図るための隣接港湾の連携強化・統合に向けた検討

コンビナート製造現場中核人材育成事業の拡大・自立化に向けての支援

岡山県の「水島コンビナート国際競争力強化ビジョン」、山口県の「次世代周南コンビ
ナート形成基本戦略」等各県における取り組みに対する支援

② 産業集積地を災害等から守るための
港湾施設の耐震化、高潮対策事業等の
積極的な実施

⑤ 循環・環境型産業を支援するための各
種手続きの弾力化及び迅速化

⑥ コンビナート全体の横断的かつ高度な
運営機能の融合（RINGⅢ等による事業の
推進）

③ 臨海部遊休地の有効活用を促進する
ための支援策や造成地リースの円滑化

④ 臨海部における土地利用計画変更に
伴う関連手続きの迅速化

① 環境保全や再生にも配慮した上での
官民の協力による臨海部における事業用
地や物流用地等の確保
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３．臨海部コンビナートのリノベーションを進めるための各種支援

①① 環境保全や再生にも配慮した上での官民の協力による臨海部における環境保全や再生にも配慮した上での官民の協力による臨海部における

事業用地や物流用地等の確保事業用地や物流用地等の確保

第5区画
（管理型）

第4区画
（管理型）

第3区画
（安定型）

第2区画
（管理型）

第1区画
（安定型）

宇部港東見初地区

安定型

水島港 玉島地区（沖出し）

1工区

2工区

4工区
3工区

5工区

管理型 安定型

広島港 出島地区

安定型
管理型

企業埋立

徳山下松港新南陽地区

廃棄物海面処分場の確保 港　名 現　有　処　分　場 残余命 整備中の処分場

水島港 笠岡港寺間地区廃棄物処分場 平成２２年 → 玉島廃棄物処理護岸

広島港 五日市処分場 平成２０年 → 出島　５－１工区

徳山下松港 新南陽　Ｎ－６ 平成１６年 → 新南陽　Ｎ－７

宇部港 東見初　第２区画 平成２０年 → 東見初　第５区画
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３．臨海部コンビナートのリノベーションを進めるための各種支援

②② 産業集積地を災害等から守るための港湾施設の耐震化、高潮対策事業産業集積地を災害等から守るための港湾施設の耐震化、高潮対策事業

等の積極的な実施等の積極的な実施

耐震強化岸壁の整備

徳山下松港徳山地区

岸壁(-12m)耐震

広島港 五日市地区 （平成20年度 新規事業着手）

海岸保全施設の整備

整備中
16% 整備済

44%

未整備
40%

鳥取港
境港

西郷港

河下港

浜田港

宇野港

尾道糸崎港

大西港

岩国港

柳井港徳山下松港

三田尻中関港

宇部港

岡山港

水島港

福山港

呉港

広島港

整備済（１１バース）

整備中 （４バース）

未整備（１０バース）

整備済（１１バース）

整備中 （４バース）

未整備（１０バース）

山口県

広島県

島根県
岡山県

鳥取県

愛媛県

香川県

徳島県

高知県福岡県

：特定重要港湾
：重要港湾
：地方港湾
：５６条港湾

凡　例

小野田港

三田尻中関港

徳山下松港

宇部港

尾道糸崎港

岡山港
宇野港

水島港

福山港
広島港

呉港

旧
太
田
川
↓

京
橋
川

猿
猴
川

府
中
大
川

太

田

川

天

満

川

旧

田

川

太
川

元

安

広島湾

広島市

旧
太
田
川
↓

京
橋
川

猿
猴
川

府
中
大
川

太

田

川

天

満

川

旧

田

川

太
川

元

安

広島湾

広島市

旧
太
田
川
↓

京
橋
川

猿
猴
川

府
中
大
川

太

田

川

天

満

川

旧

田

川

太
川

元

安

広島湾

広島市

旧
太
田
川
↓

京
橋
川

猿
猴
川

府
中
大
川

太

田

川

天

満

川

旧

田

川

太
川

元

安

広島湾

広島市

凡 例

河川直轄整備区間

河川補助計画区間

海岸直轄計画区間

海岸補助計画区間

事業実施箇所

広島港 海岸整備事業
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３．臨海部コンビナートのリノベーションを進めるための各種支援

④④ 臨海部における土地利用計画変更に伴う関連手続きの迅速化臨海部における土地利用計画変更に伴う関連手続きの迅速化

企業立地促進法における特例処置 （平成19年度 施行）

第１種区域 第２種区域 第３種区域

環境施設 25%超～35% 20%～30% 15%～25%

　うち緑地 20%超～30% 15%～25% 10%～20%

住居・商業等の用に供
されている区域

住居・工業の用に供さ
れている区域

主として工業等の用に
供されている区域

甲種区域 乙種区域 丙種区域

環境施設 20%～25% 15%～25% 1%～15%

　うち緑地 15%～20% 10%～20% 1%～10%

第２種区域に相当す
る区域

第３種区域に相当す
る区域

乙種区域の内、一般
住民の日常的な生活
の用に供する建築物
がない区域

工場立地法で規定される必要な緑地等が確保できないために
工場敷地の拡大余地が小さく、工場の建替えや新増設が進まない

国の同意基本計画がある地域においては、市町村が条例で、
重点区域内の緑地面積率を以下の範囲内で設定することが可能

「工場立地法」による緑地等の面積規制

「企業立地促進法」における緑地等の面積規制に係る措置

今後の工場立地法の見直しの方向性

～産構審工場立地法検討小委員会の報告概要～

敷地内緑地・環境施設面積率を満たさない工場につ
いては、隣接地等「周辺の区域」に緑地等を確保すれ
ば、勧告を行わないようにする。
本措置に加えて、既存工場については、「周辺の区
域」外にある敷地外緑地等も、地方自治体の判断で勧
告を行わないことができる仕組みを導入する。

敷地外緑地等の範囲の拡大敷地外緑地等の範囲の拡大

既存工場の増改築に際して、工場周辺の住環境から
みて、工場敷地及び周辺部に整備された樹木、生垣等
により視覚的に十分な緑量が確保されている場合には、
緑地面積率を満たさない場合でも、地方自治体の判断
で勧告を行わないことができる仕組みを導入する。

視覚的な緑量による評価の導入視覚的な緑量による評価の導入

生産施設面積規制については、業種ごとに、１０、１５、
２０、３０、４０％の５段階に面積率を設定。これまで、平
成９年、１６年にも同様の見直しを行っているが、直近
の改善状況等を反映するため、再度見直しを実施する。

生産施設面積規制の見直し生産施設面積規制の見直し

臨海部の土地の有効活用を図るための諸規制緩和の検討
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３．臨海部コンビナートのリノベーションを進めるための各種支援

⑥⑥ コンビナート全体の横断的かつ高度な運営機能の融合コンビナート全体の横断的かつ高度な運営機能の融合

連携・協働連携・協働
全体最適化

（会社を超えたコンビナート地域の一体化）

製造工程の効率化

製造規模の拡大

製造コストの低減

コンビナートの国際競争力強化による地域経済の継続的発展

石油コンビナート高度統合運営
技術研究組合（ＲＩＮＧ）事業

石油コンビナート高度統合運営
技術研究組合（ＲＩＮＧ）事業

ＲＩＮＧⅠ
（平成１２～１４年度）

ＲＩＮＧⅠ
（平成１２～１４年度）

ＲＩＮＧⅡ
（平成１５～１７年度）

ＲＩＮＧⅡ
（平成１５～１７年度）

ＲＩＮＧⅢ
（平成１８～２１年度）

ＲＩＮＧⅢ
（平成１８～２１年度）

コンビナート製造現場中核人材育成事業
（山陽人材育成講座）

コンビナート製造現場中核人材育成事業
（山陽人材育成講座）

水島コンビナート競争力強化検討委員会
「水島コンビナート国際競争力強化ビジョン」

水島コンビナート競争力強化検討委員会
「水島コンビナート国際競争力強化ビジョン」

山口県次世代周南コンビナート形成戦略会議
「次世代周南コンビナート形成基本戦略」

山口県次世代周南コンビナート形成戦略会議
「次世代周南コンビナート形成基本戦略」

岡山県

山口県

ポストＲＩＮＧ事業
新エネ・省エネ
研究開発
革新的技術特区

ポストＲＩＮＧ事業
新エネ・省エネ
研究開発
革新的技術特区

エネルギー使用合理化事業者支援事業
（ＮＥＤＯ）

エネルギー使用合理化事業者支援事業
（ＮＥＤＯ）

グリーン物流パートナーシップ推進事業
（ＮＥＤＯ）

グリーン物流パートナーシップ推進事業
（ＮＥＤＯ）
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その他

アクションプラン実現のための国・地方・民の役割分担アクションプラン実現のための国・地方・民の役割分担

オーストラリア
（鉄鉱石・石炭）

サウジアラビア・UAE
クウェート・イラン（原油）

インドネシア
（石炭・原油）

ブラジル
（鉄鉱石）

インド
（鉄鉱石）

中国地方

中国
（石炭）

欧州（スペイン等）
（完成自動車） 北米（アメリカ等）

（完成自動車）

オセアニア
（オーストラリア等）
（完成自動車）

中東（UAE等）
（完成自動車）

東南アジア
週４便

韓国 ： 週３２便
中国 ： 週２９便
韓・中・台：週８便

バルク（輸出）
バルク（輸入）
コンテナ航路

港湾には物流・生産・交流等の多様な機能が混在している。また、世界や他のブロックとのつながり
を円滑に確保することが重要。このため、国と地方が協力して港湾の整備・管理を行う必要がある。

港湾には物流・生産・交流等の多様な機能が混在している。また、世界や他のブロックとのつながり
を円滑に確保することが重要。このため、国と地方が協力して港湾の整備・管理を行う必要がある。

国の役割
広域海上輸送網の拠点としての
港湾施設整備や航路安全は国が
直接関与
基幹航路、開発保全航路
大型岸壁
第一線防波堤
幹線臨港道路

国の役割
広域海上輸送網の拠点としての
港湾施設整備や航路安全は国が
直接関与
基幹航路、開発保全航路
大型岸壁
第一線防波堤
幹線臨港道路

地方の役割
地域で機能する港湾施設は地
方が分担
効率性の観点から港湾管理者
が一元管理
航路
岸壁
臨港道路

地方の役割
地域で機能する港湾施設は地
方が分担
効率性の観点から港湾管理者
が一元管理
航路
岸壁
臨港道路

民の役割
独占排他的に使用する港湾施設
の整備・維持管理は原則的に民間
が分担。なお、公共の支援が得ら
れる制度もある。
係留施設
専用係留施設全面の航路・泊地
工場用地

民の役割
独占排他的に使用する港湾施設
の整備・維持管理は原則的に民間
が分担。なお、公共の支援が得ら
れる制度もある。
係留施設
専用係留施設全面の航路・泊地
工場用地


